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第１章　策定にあたって

１　　はじめに（計画策定の趣旨）

横浜市における地域福祉保健計画

　横浜市地域福祉保健計画は、誰もが安心して自分らしく健やかに暮らせる地域づくりを

目指し、住民、事業者、公的機関（行政・社会福祉協議会・地域ケアプラザ等）が福祉保

健などの地域の課題解決に協働して取り組み、身近な地域の支え合いの仕組みづくりを進

めることを目的としています。（第３期横浜市地域福祉保健計画より）

　　

　平成12年に改正された「社会福祉法」の第107条に、地域福祉の推進に関する事項を定

める計画として市町村地域福祉計画が位置づけられました。

　横浜市の計画は、市計画・18区の区計画・地区別計画で構成し、地域の生活課題にきめ

細かく対応しながら推進するものです。なお、第２期計画からは、福祉・保健の両分野を

一体的に取り組むことから、計画の名称を「横浜市地域福祉保健計画」として推進してい

ます。これは、誰にとっても関心を持ちやすい、「健康」に関する取組を地域福祉の取組

と一体的に推進することが、幅広い市民参加につながると考えているからです。

　【市計画・区計画・地区別計画の関係（第３期横浜市地域福祉保健計画より）】

１
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　また、横浜市地域福祉保健計画は、各法を根拠とする福祉保健の分野別計画（高齢者保

健福祉計画・介護保険事業計画、障害者プラン、子ども・子育て支援事業計画、健康横浜

21）を横断的につなぐ基本の仕組みをつくる計画と位置づけられています。
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泉区地域福祉保健計画が目指すもの

　泉区の地域福祉保健計画は、「支え合い・助け合いが活きる！元気の出るまち泉」を基

本理念としています。基本理念が示すまちを実現するために、どのように進めていくかを

この計画の中で表しています。

　

　具体的には、地域が主体的に策定し、地区ごとの課題解決に向けて地域主体の取組を進

めていく「地区別計画」と、地区別計画を支えるために、区域に共通する課題解決に向け

て、区役所・区社会福祉協議会・地域ケアプラザが、区民や関係機関と協働した取組を進

めていく「区計画」の２つで推進していきます。

　また、泉区地域福祉保健計画は、泉区社会福祉協議会が策定・推進する、「泉区地域福

祉活動計画」と一体化した計画です。地域福祉保健計画と地域福祉活動計画は、いずれも

地域福祉保健を推進するための計画であり、相互に補完し、連携・役割分担しながら総合

的に推進する必要があります。また、分かりやすいものとなるよう、両計画を一体的に策

定・推進しています。

　推進にあたっては、区民・活動団体や、区役所・区社会福祉協議会・地域ケアプラザ・

関係機関等が協働して取り組みます。また、泉区全体のまちづくりの方向性を定める横浜

市都市計画マスタープラン泉区プランとも整合を図りながら、誰もが安心して生活できる

まちをつくることを目指します。
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　　　第１期計画・第２期計画の経過

第１期計画（平成17年度～21年度）

　第１期計画では泉区内を連合自治会・町内会のエリアを基にした12の地区に分け、「地

区別計画」を策定し、地区ごとに、区民や活動団体等が様々な取組を行いました。地区ご

とにそれぞれの目標を設定し、課題解決に取り組むことで、成果をあげてきました。

第２期計画（平成22年度～27年度）

　第１期計画は地区別計画のみを推進してきましたが、第２期計画策定にあたり、

　・地区に共通した課題があること

　・地区間の連携が必要なこと

　・地区だけでは解決できない課題もあること

などが明らかになってきました。そこで、それらの課題に対して地域の取組を支援すると

ともに、第２期計画では区全体の取組の方向性を示す「区計画」を策定しました。さらに、「支

え合い・助け合いが活きる！元気の出るまち泉」という基本理念を定め、区計画と地区別

計画が同じ方向を目指して活動を進めました。

　これにより、第２期計画から、泉区では市計画・区計画・地区別計画の３層の構成とな

り、地域の多様な課題に対して協働して取り組んできました。

　さらに、計画を推進するために、泉区地域福祉保健推進協議会を設置しました。

泉区地域福祉保健推進協議会は、12地区の代表と区内の関係機関の委員で構成されていま

す。区計画の進行管理（振り返りと評価）、地区別計画の進捗状況の共有、計画推進の課

題やその対応策の検討、新たな提案等を行い、区計画や地区別計画の活動の推進に活かし

てきました。

　また、泉区地域福祉保健推進協議会が主管となり、毎年「地域福祉保健計画推進イベン

ト」「活動発表会」を開催しました。地域の活動団体の紹介、12地区の１年間の取組を発

表する場とし、多くの人に地域福祉保健計画とその取組内容を周知しました。

２
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第２期計画の振り返り

　第２期計画の振り返りでは、主な成果や意見として、以下のことが挙げられました。

○子育て世代や高齢世代を対象とするサロンや趣味のサークル等の活動が活発に展開さ

れた。また、障害者や高齢者を支援するための社会福祉施設が数多くあり、事業所の

自主製品販売の場や地域の行事を通じた交流を図ることができた。

○地域活動は活発に行われているが、担い手は固定化している傾向にある。区民意識調

査では、多くの人が参加できる働きかけとして「参加に必要な情報の提供」「親しい

人から誘われるなどのきっかけ」「体験会など、初めての人が参加しやすくなる工夫」

を求める声が多い。

○地域では健康づくりの取組が、自治会館を会場とした体操教室等、活発に行われてい

る。区民意識調査では、健康づくりを進める環境整備として「簡単にできる運動メニ

ューの情報提供」を求める声が多い。

　　

　　

第３期計画の策定にあたっての課題整理

　これらの意見をふまえ、第３期計画の策定にあたっては、以下のように課題を整理しま

した。

○地域を元気に活性化させるためには、個人で健康づくりに取り組むことはもちろん、

地域活動の中に健康づくりの視点を盛り込むことが重要である。

○人と人とのつながりを進めていくためには、サロンやグループ内での交流を、団体同

士の交流に広げることが必要である。

○若い世代の担い手の育成は継続した課題である。

○趣味・特技や、職業で得た専門知識等を活かした活動と、地域活動をつなげるなど、

参加のきっかけづくりが必要である。

○取組をさらに活発にしていくためには、地域の様々な活動の情報収集・整理・発信が

必要である。これは全ての取組に共通する。
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  　泉区を取り巻く状況

（1）人口動態からみた泉区の状況

　平成20年以降、人口増加が鈍化し、平成23年からゆるやかに人口が減少し始めました。

この背景には、平成22年から社会増加数がマイナスに転じてきたことがあります。また、

平成25年には自然増加数・社会増加数がともにマイナスとなりました。

　今後も、泉区の人口はゆるやかに減少し続けると推計されています。

　※自然増加数＝出生数－死亡数　　社会増加数＝転入数－転出数＋その他増減

人口増加・自然増加・社会増加の推移

　一方、世帯数は増加しており、今後も平成32年頃まではゆるやかに増加すると推計され

ています。若い世代が家族から独立し、規模の小さい世帯が増加することから、全体的な

世帯規模は小さくなると予測されています。

　また、高齢化率は徐々に高まっていることから、高齢単身世帯、高齢者のみの世帯が増

加傾向にあります。

３
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人口・世帯数の見通し（横浜市将来人口推計より：H27以降は推計）

人口の推移　年齢３区分の割合（横浜市将来人口推計より：H27以降は推計）

　これらのデータから、今後、泉区では高齢者のみの少数世帯が増え、家族だけでは解決

できない生活上の困りごとが増えてくることが考えられます。区民それぞれの生活課題を

解決するためには、地域が一体となって支え合うことが、これまで以上に必要になると言

えます。
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(2)　分野別にみる泉区の状況

　高齢化の進展に伴い、介護保険の要介護認定者数が伸び続けています。さらに、要介

護認定者のうち、認知症等により日常生活に支障をきたすような症状・行動があるとみ

なされる人（※）の割合は半数を超えています。

　　今後も介護を必要とする高齢者が増えていくことが予測されます。

※要介護認定において、「認知症高齢者の日常生活自立度」という基準を参考に判定される。自

立・Ⅰ～Ⅳ・Ｍのランクに分かれており、Ⅱ以上であれば日常生活に支障をきたすような症状・

行動があるとみなされる。

要介護認定者数・日常生活自立度Ⅱ以上数の推移（各年度末）

　　　　　　　　　　　　　　　　　

　各種障害者手帳の保持者数は、前年度比３％～４％の割合で伸び続けています。これ

は、人口の増加率を大きく上回っています。

　　今後も、地域で暮らす障害がある人の割合が増えることが予測されます。

各種障害者手帳保持者数の推移（各年度末）
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主な死因別死亡数の割合（平成26年分）

（横浜市人口動態統計資料より）　　

　死因別の死亡数をみると、悪性新生物（がん）・

心疾患・脳血管疾患といった、生活習慣に起因す

る疾病が死因となっている割合が半数を超えてい

ます。

　　生活習慣病予防を進めることが、健康寿命の延

伸につながると考えられます。

初めての子育ての前に、　　　

赤ちゃんの世話をしたことがあるか

　子育てについて不安を感じたり、自信が持てなくな

ったことがある人が多いというデータがあります。こ

れは、初めての子育ての前に赤ちゃんの世話をしたこ

とがない人が多いということも影響していると考えら

れます。

　　核家族化が進む中、地域全体で子どもや子育て世代

を見守ることが健全な子育てにつながると考えられま

す。

妊娠中から現在までの間で、子育てについて、不安を感じたり

自信が持てなくなったことがあるか（未就学児世帯）

（子ども・子育て支援事業計画策定のためのニーズ調査（平成25年実施）結果より）	
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(3)　泉区ボランティアセンターの利用状況

　泉区ボランティアセンターは、泉区社会福祉協議会が運営しており、日頃の生活の中で

困っていることに手助けが必要な時や、社会福祉施設などの行事でボランティアが必要に

なった時などに、相談を受け、ボランティアを紹介する役割を担っています。

ボランティア登録グループ・個人数の推移 　　

　個人ボランティアの登録数は、

着実に増加しているとは言えませ

ん。紹介するボランティアが固定

化しており、今後、できるだけ多

くの人や活動団体に登録していた

だき、その中から広く協力してい

ただくように事業を進めていく必

要があります。

　ボランティアセンターへの依頼件数に対するボランティア紹介数の割合（ニーズ対応率）

は、おおむね90％前後で推移しています。しかし、区のボランティアセンターとして支援

が必要な方々へボランティアを紹介する現在の方法には、いろいろな課題を抱えています。

また、ボランティアを必要としている方が依頼してもすぐに紹介ができない場合や、依頼

者がボランティアに遠慮してしまうなど、様々なニーズに対応するには現実的には難しい

面があり、地域との連携を進めることや、地域が主体的にボランティアを紹介できるよう

な仕組みが必要です。

依頼件数・ニーズ対応率の推移

※H26から、依頼件数の集計方法を変更　　　　　　　
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(4)　区民意識調査の結果

　平成26年８月に、泉区全域を対象に区政に対する考えや意見（生活意識、買い物行動、

地域活動、福祉施策、広報・広聴等）についての区民意識調査を実施しました（対象3,000人、

回収数1,588通）。地域福祉に関連する内容のうち、主な結果を紹介します。

○生活上、心配ごとや困っていることとして多いものが、「自分の病気や老後のこと」「家

族の健康や生活上の問題」です。また、すでに健康づくりに取り組んでいる人が多い

ことや、現在取り組んでいない人でも情報提供があれば取り組みたいと考えている人

が多いことから、区民の自分や家族の健康に関する意識は非常に高いと考えられます。

○地域で安心して暮らしていくためには、隣近所のような身近な関係の中で助け合うこ

とが大事であるという声が多くありました。公的なサービスによる支援だけでなく、

多くの人が地域の中での声をかけるなどのつながりづくりが大事であるととらえてい

ることが明らかになりました。

○地域活動やボランティア活動には、自治会・町内会の活動をはじめとして、多くの人

が参加していますが、参加している人の割合は全体から見ると小さく、地域ではより

多くの担い手を求めています。「参加するきっかけがない」という人も多く、初めて

の人が参加しやすくするための工夫や、活動内容についての情報提供をより積極的に

行う必要があることがわかりました。

（以下、平成26年度泉区区民意識調査　調査結果報告書（概要版）より抜粋）

【心配ごとや困っていること】

　「自分の病気や老後のこと」が最

も多く、半数近い人が挙げています。

次いで「家族の健康や生活上の問題」、

「景気や生活費のこと」が３割以上で

す。
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【現在、健康づくりに取り組んでいるか】

　「意識して取り組んでいる」が最も

多く、半数近くに達しています。「興

味・関心はない」は少数にとどまっ

ています。

【健康づくりを進めるうえで、整備されているとよい環境】

　「簡単にできる運動メニュー（ウォ

ーキングや体操など）の情報提供」

が最も多く、約半数の人が挙げてい

ます。

【子どもたちが健やかに成長するために地域が担う役割】

　「子どもたちのマナーやモラルの育成」、「挨拶や声かけなどの習慣づくり」を６割以上

の人が挙げています。
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【地域で「身近な支え合いの関係」を築いていくために必要なこと】

　　

　「近所でのあいさつ・声かけ」が最も多く、７割の人が挙げています。次いで「近所で

の普段からの付き合い」で、近所での人間関係づくりに関する項目が上位２項目となって

います。

【地域で安心して暮らしていくために、力を入れるべきこと】

　「隣・近所の人の声かけなどによる

見守り」が最も多く、７割近くが挙

げています。次いで「段差解消や歩

道の放置物の撤去などバリアフリー

の推進」を４割が挙げています。

【地域活動・ボランティア活動への参加】

　「参加していない」が全体の４分の３近くを占め、「参

加している」は４分の１程度にとどまっています。
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【参加している活動】

　「自治会・町内会の活動」が突出して多くなっています。次いで「地域行事での活動」

を３割強が挙げています。

【参加していない理由】

　「参加する時間がとれない」が最も多く、

半数近くの人が挙げています。

　

【多くの人が地域活動に参加できるようになるために有効な働きかけ】

　「参加に必要な情報の提供（活動場所・内容など）」が最も多く、ほぼ半数の人が挙げて

います。次いで「親しい人から誘われるなどのきっかけ」、「体験会など、初めての人が参

加しやすくする工夫」が４割弱でほぼ並んでいます。
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　　　基本理念を具体化するまちのイメージ

　第２期計画からは、「支え合い・助け合いが活きる！元気の出るまち泉」を基本理念とし、

基本理念に基づいた様々な取組を進めてきました。

　しかし、「元気の出るまち泉」という言葉の定義を明確にしていなかったため、様々な

とらえ方が生じ、それぞれが考える「元気の出るまち泉」のイメージが異なっていたこと

が、振り返りを行う中で明らかになりました。

　第３期計画の策定にあたって実施した、各地区での意見交換会や策定委員会での意見か

ら、おおまかに以下の８つのイメージが明らかになりました。

　　基本理念

支え合い・助け合いが活きる！元気の出るまち泉

　　　１　子どもが元気に友達と遊んでいる姿

　　　２　地域全体で楽しく子育てをしている姿

　　　３　地域に暮らす誰もが、生きがいをもっている姿

　　　４　自ら主体的に健康づくりに取り組んでいる姿

　　　５　必要な時には周りの助けを得て、誰もが安心して暮らしている姿

　　　６　日頃のご近所付き合いが防災や防犯にもつながっている姿

　　　７　困った時に「お互いさま」の気持ちで助け合える姿

　　　８　孤立しがちな人もまわりとつながる姿

４
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　　　第３期計画の「推進の柱」

　第２期計画では、基本理念に基づき、地区別計画と区計画をそれぞれ推進してきました。

しかし、振り返りでは、地区別計画と区計画のつながりが見えにくかったという課題が明

らかになりました。

　また、区計画では土台となる「交流」「担い手」「情報」の取組と、「高齢」「障がい」「こ

ども・子育て」などの分野別の取組の２層としていましたが、それぞれの取組に重なりが

多いことや、地域における多様な課題に対して、分野別に取り組んでいくことが、課題解

決に効果的につながったわけではありませんでした。

　そこで、第３期計画では、基本理念や、８つのまちのイメージの実現を目指して、第３

期の５年間で推進することを３つの「推進の柱」としてまとめました。推進の柱は、地区

別計画・区計画に共通するものです。泉区全体として、第３期計画での方向性を明らかに

しながら、地域の課題を横断的にとらえて取組を進めます。

　　推進の柱１　　健やかに過ごせるまち
　　　　

　　　　　　　

　　推進の柱２　　人と人、活動と活動のつながりがあるまち

　　　　　　　

　　推進の柱３　　地域活動への参加がすすむまち

５

・健康に関する関心が高く、気軽に取り組みたい人が多い

・地域で安心して暮らすためには、そのための環境づくりも重要

・地域での支え合いには、身近な関係の中で支え合うことが大事

・活動どうしがつながり、多様な課題の解決に取り組むことが重要

・地域では多くの担い手を求めているが、参加していない人が多い

・情報提供や活動の工夫で、活動に関心を持てる環境づくりが重要
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第２章　地区別計画

　　　地区別計画の位置づけと役割

　地区別計画は、より身近な地域の課題に対して、きめ細かく対応するための、地域住民

の皆様や活動団体による支え合いの取組を示すものです。それぞれの地域で、福祉保健活

動に関わる方々を中心に、地域住民自ら策定した計画です。

　泉区では、第１期計画から、連合自治会・町内会のエリアを基にした12の地区ごとに、

地区別計画を策定・推進しています。

　第３期計画では、計画全体に共通する３つの「推進の柱」に沿って地区別計画を策定し

ました。

　泉区内の12地区

●泉区役所

いずみ野地域ケアプラザ

★（28年10月開所予定）

泉区社協●
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２　　　地区別計画

　第１期計画から、地域のみなさんが主体となって、様々な取組が行われてきました。そ

の結果、世代間交流や活動団体間のネットワークづくり、高齢者サロンや健康づくり活動

の増加など、たくさんの成果につながっています。

　第１期計画、第２期計画の成果を踏まえて、さらに充実したものにしていくために、第

３期計画においても、地区の特性に合わせた、個性豊かな取組を推進していきます。推進

にはみなさんの力が必要です。お住まいの地区の計画を見て、ぜひ取組に参加してくださ

い。

地区別計画のキャッチコピー

地　区　名 キャッチコピー

中 川 地 区 ご近所で助け合えるまちを目指して

緑 園 地 区 人・和のあるまち緑園

新 橋 地 区 ぬくもりのある町しんばし

和 泉 北 部 地 区 健やかで明るい、ふれあいのあるまち

和 泉 中 央 地 区 誰もが楽しく安心して暮らせるまち

下 和 泉 地 区 手をつなぎ広めよう　支え合いの輪　笑顔で健康なまち

富 士 見 が 丘 地 区 ご近所どうしで助け合い　安全・安心・快適なまちづくり

上 飯 田 地 区 みんな仲間のまち　上飯田

上 飯 田 団 地 地 区 支え合い、安心して暮らし続けることができる上飯田暖地

いちょう団地地区 こんにちは　
ニーハオ

好　X
シ ン

in	c
チ ャ オ

h o　みんな笑顔で支えあうまち

中 田 地 区 みんなで支えあい　ふるさと中田

し ら ゆ り 地 区 明るい笑顔のあるまち　しらゆり
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中川地区



－ 21 －

第
　
２
　
章



－ 22 －

第
　
２
　
章

緑園地区

人・和のあるまち緑園
《 緑園地区が目指すまちの姿 》

緑豊かな心あふれるまち！福祉活動の充実で安心して暮らせるまち！

＜緑園地区の現状＞

１）開発以降２８年が経過し、まちの再生と活性化が望まれている

２）少子高齢化（長寿化）が進み、日常の生活面で助け合いが必要な方が増えている

３）小中一貫校の設置や緑園周回バスの運行、防犯カメラの設置等が実現に向かっている

４）元気な高齢者は、地域の活動に参加を希望する声が多い
５）乳幼児から青少年まで、こどもの見守りの輪が広がりつつある

＜こどもと高齢者＞
・子育ての連携
キッズフェステバルの開催

・こども見守り活動支援
キッズクラブ、その他

・居場所の充実
町内別居場所づくり

緑園サロン・大人の居場所

子育てサロン等継続支援

・シニアクラブの活性化
活動の充実と加入率ＵＰ

＜健康づくりと予防＞
・食事会の開催
年間２回開催の実施

・健康体操の充実
月間２回開催の継続

・ウォーキングの会発足
毎月１回町内散歩開催

・ラジオ体操・ふまねっと運動

などの軽スポーツの普及
自治会施設を活用し

居場所で実施

＜支え合い・助け合い＞
・災害時要援護者支援
自治会と協働で支援

・地区社協の拠点づくり
常設の拠点設置

・認知症サポーター育成
講習会の開催と支援

・障がい者支援活動
困っている人の手助け

・広報活動の継続
広報紙とホームページ

《 具体的な取り組み 》

《 目 標 》

多くの住民が文化活動や健康づくりの地域活動に参画し、ふれあい、知り合って、お互いを

見守り・支え合い・助け合いができるまちを目指す＝そのために緑園地区社協は福祉活動の

中心となり、連合自治会・各種団体・行政・区社協・地域ケアプラザと協働して取り組む

《 目標と具体的な取り組み 》

◆人と人、活動と活動の
つながりのあるまち

子育て・孤立防止対策として、子育てグループ・

シニア連合を含めイベント等を開催する

◆地域活動へ参加が進むまち
インターネットのホームページや広報紙を

有効に活用し、参加のきっかけを作り

担い手を集める

◆健やかに過ごせるまち
各自治会、民生委員、社協が協働して

居場所づくり・高齢者支援・健康づくり等の

諸問題に取り組む

第３期緑園地区地域福祉保健計画（平成28年度～32年度）
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年齢 Ｈ２７ Ｈ３２ Ｈ４２

０～１４歳 11.0 9.9 9.7

１５～２４歳 11.9 10.0 6.4

２５～３９歳 14.5 14.2 12.5

４０～５４歳 23.0 19.0 14.3

５５～６４歳 17.8 18.4 15.4

６５～７４歳 13.4 16.8 19.3

７５歳～ 8.4 11.6 22.5

　　　

◆第２期計画(平成２２年度～２７年度）の振り返り
第２期福祉保健計画では、「人・和のあるまち緑園」をスローガンに活発な活動を展開し、各種団体と協働で大きな成果を

上げることができた。 但し、個別の活動は活発に行われたが、人や活動のつながりが第３期に向けた課題となった。

●地域における交流は、「ふれあい祭り」「ふれあいフェスティバル」を中心として多くの住民が参加し地域に根付いている。

●「子育て」や「高齢者の居場所」活動は多く行われたが、団体間の連携と近場での開催要望があり今後の課題となった。

●健康づくりは、関係部門の協力で「健康体操」「健康チェック」に多くの住民が参加した。拡大要望も多くさらに充実したい。

●障がい者支援への取り組みも施設訪問を継続的に行い、保育園児の協力で慰問をより楽しいものにすることができた。

《 第２期計画での活動事例 》

＜策 定＞

緑園地区社会福祉協議会

＜事務局 ： 緑園地区地域支援チーム＞

泉区役所福祉保健センター 泉区社会福祉協議会 新橋地域ケアプラザ

電話 ： ８００－２４３３ 電話 ： ８０２－２１５０ 電話 ： ８１３－３８７７

【地域交流の拡充・各種団体との協働】

○親と子の居場所

「ぐりん」、「子育てサロン」、

「ピッコロひろば」、…

○高齢者の居場所

「南・北緑友会」、「東花会」、

「ふらっと(民児協)」、

「緑園サロン」、…

○居場所の充実

○福祉ふれあいフェスティバル（６月）

○共同募金協力（１０月） ○福祉ふれあい祭り（１０月）

○福祉保健研修会（随時） ○関係団体交流会（随時）

○健康体操教室、ヨーガ体験教室 （ＲＳＣ）

○スポーツフェスティバル (ＲＳＣ・協力)

○健康チェック (福祉ふれあいまつり)

○関係部門との協働 （ＲＳＣ／ケアプラザ等）

○施設訪問：希望苑、新橋ホーム、名瀬の里

○行事協力：ひかりの園・夏祭り

○施設訪問情報収集等

【こども・高齢者の居場所づくり】

【健康づくり】 【「障がい」の理解と施設訪問】

緑園地区における人口は、平成２７年３月末現在で１４，４１３人となっている。

また、６５歳以上の人口構成は５年前の平成２２年には１４.７％であったが、平成２７年３月末には２１.２％と高齢化

が進み超高齢地域となっている。 一方、１９歳以下の若年層は１７.１％に減少している。

泉区役所の人口推移想定によると、高齢単身世帯・夫婦のみ世帯が増加し世帯規模は縮小、子育て層と子どもが

転出傾向にあるとしている。 また、高齢者層は平成３２年には２８.４％、平成４２年には４１．８％と想定している。

これらのデータを見れば急速な高齢化（長寿化）対策は待ったなしであり、地域福祉の取り組みはさらに重要性が

増している。 （資料 ： 平成２７年３月泉区役所「緑園地区の人口・年齢構成」による）

25.0 (%)

０～１４歳 １５～２４歳 ２５～３９歳 ４０～５４歳 ５５～６４歳 ６５～７４歳 ７５歳～

Ｈ２７ 11.0 11.9 14.5 23.0 17.8 13.4 8.4

Ｈ３２ 9.9 10.0 14.2 19.0 18.4 16.8 11.6

Ｈ４２ 9.7 6.4 12.5 14.3 15.4 19.3 22.5

0.0

5.0

10.0

15.0

20.0

緑園地区の「年齢層別人口」構成比推移
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新橋地区

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
  

目標 
第２期計画で実施したこと 

（平成 22 年度～27 年度） 

第３期計画で実施すること 

（平成 28 年度～32 年度） 

地域の活動を一緒に行

なう仲間をふやします。 

 

地域デビュー講座「新橋自然観察クラ

ブ」「刃物研ぎ」「ふれあいサロン寺子屋

パソコン」などを開催し、新しい仲間が

集える場をふやしました。 

第２期の活動を継続し、地域の自然に

ふれあう活動、趣味を生かした活動、男

性が参加しやすい活動など、地域の親交

に役に立つ企画を開催します。 

 子育て世代から高齢世

代まで、多世代が交流で

きる場を作ります。 

「世代ふれあいサロンしんばし」「気

軽にサロン」「カレーの日」を開催し、

世代交流が深まりました。 

サロン活動を継続し、より多くの方が

参加しやすいように内容の充実を図り

ます。  

地域の情報を発信し、

たくさんの人が参加でき

るようにします。 

「新橋だより」の発行や、新橋連合自

治会・泉区社協ホームページへの情報の

掲載により、地域の活動を 

紹介しました。 

また「つどいばマップ」 

を更新し、誰もが安心して 

集える居場所を地図でわか 

りやすく紹介しました。 

「新橋だより」の発行やホームページ

での情報発信を継続するとともに、「つ

どいばマップ」の最新情報を提供しま

す。 

地域情報が、誰でも 

見やすく手に取りやす 

くなるよう工夫します。 

第３期新橋地区地域福祉保健計画（平成 28 年度～ 32 年度）

【策 定】新橋地区社会福祉協議会 

【事務局】泉区役所福祉保健センター Tel：（８００）２４３３ 

     泉区社会福祉協議会 Tel：（８０２）２１５０ 新橋地域ケアプラザ Tel：（８１３）３８７７ 

子どもから 
お年寄りまで 
あいさつを 
交わせる町  

新橋町 

 人と人のつながりの場を通して、世代間交流を深めて

いこう 

 イベントに参加して、よりよい出会いを作っていこう

  声を掛け合って地域の輪を広げていこう 

元気に歳を重ね、いつまでも安心して暮らし続けられ

る町にしよう 

 参加する人をふやし、地域の活動を未来につなげよう

  地域の情報交換を活発にして、理解を深めよう 

第１期計画（平成 17 年度～21 年度） 
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以上の会場はすべて 新橋連合自治会館 です 

誘い 

アッテ 

触れ 

アッテ 

知り 

アッテ 

理解し 

アッテ 

助け 

アッテ 

５つの「アッテ」を 

進めよう 

★世代ふれあいサロンしんばし★ 

第１金曜日 １０時から 

 乳幼児の親子から、お年寄りまでみんなで

参加してふれあいの輪を作りましょう。 

★カレーの日（カレーを食べる会）★ 第３水曜日 １２時から 

１人暮らし、高齢者、乳幼児と保護者の方、カレーを食べながら仲良くなりまし

ょう！ １食１００円で新橋の地場野菜たっぷりのカレーを召し上がれ。 

★新橋自然観察クラブ★ 

（原則）第１日曜日 ９時から 

 新橋の自然の魅力を探索していま

す。また、阿久和川や「新橋市民の

森」の掃除など新橋の自然を守る活

動を積極的に行っています。 

 

★刃物研ぎ★ 第３水曜日 １０時から 

切れが悪くなった刃物を研ぎます。待ち時間はおしゃべりタイム♪ 

刃物研ぎのコツも教えます！ 

★気軽にサロン★ 

第３水曜日 １０時から 

乳幼児の親子さん、気軽にいらっ

しゃ～い !! お待ちしています。 

★ふれあいサロン寺子屋パソコン★ 

第３週を除く毎週水曜日 ９時３０分から 

パソコン初心者の方大歓迎！ 

インターネットも体験できます！ 

★新橋炭焼きの会★ 

不定期開催 

 地元の竹を使って、手作りの炭焼窯で

竹炭を作り、地 

域の行事などで 

配っています。 

 

泉区の地域ふれあい祭りの先駆けとして、 

平成６年から「新橋アッテ祭り」を始めました。

祭りの名前の由来は、５つの「アッテ」が 

テーマとなっているためです。 
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和泉北部地区
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和泉中央地区
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下和泉地区
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富士見が丘地区
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上飯田地区
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上飯田団地地区
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いちょう団地地区

第３期いちょう団地地区地域福祉保健計画（平成 28 年度～32 年度）

                                                     

  

 

                

 

 

    

 

  

               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

◆ みんなで声をかけあい、

見守り合う活動を継続し

ます。 
 

◆ こどもを見守る活動を、

保護者や学援隊をはじめ

地域のみんなで協力して

いきます。 
 

◆ 高齢者の疑似体験や、災

害対策の学習会など、地

域での支え合いについて

学ぶ機会をもちます。 

◆ 地域活動団体の情報を地

域にＰＲして、参加者や

担い手を広げていきま

す。（発表の場、体験記の

紹介など） 
 

◆ 国籍や年齢に関係なく、

誰もが集まれるサロンな

どの場所を継続します。 
 

◆ いつまでも健康でいられ

るよう、体操教室などの

活動を充実します。 

◆ 団地祭などのイベントを

はじめ、日常的な関わり

の中で、多文化の交流を

継続します。 
 

◆ 外国につながる人達も積

極的に地域活動の場に参

加してもらえるよう、工

夫をしていきます。 
 

◆ 外国につながる人達が、

日本語を学べる機会や活

動を支援していきます。 

  

具 体 的 に 取 り 組 む こ と 

 

【策 定】いちょう団地地区社会福祉協議会 

【問合せ】泉区役所福祉保健センター、泉区社会福祉協議会、上飯田地域ケアプラザ 

     電話 800－2433     電話 802 802－2150  電話 －8200 
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ふれあいサロン 
 

カラオケ・映画鑑賞 

毎月第２日･火･金 第４火･金 

13時～15時 11時30分～12時30分

13時～15時

転ばない身体づくり

ストレッチ、体操

13時30分～15時

13時30分～15時

 

第１集会所 

いちょうの会 
 

70 歳以上の独り暮らしの方対象

の食事会 

概ね毎月１回 日曜日 

 

第２集会所 

まちぐるみ健康教室 
 

「自分の健康は自分で守る」た

めの 健康チェック、ストレッチ、

リズム体操  
第２・４木曜日 

 

いちょうコミュニティハウス 

転倒骨折予防教室 
 

 

第１月曜日  

 

いちょうコミュニティハウス  

いちょうサロン 
 

小物作り、バス旅行、健康講座  
第３木曜日 

 

いちょうコミュニティハウス 

脳いきいき教室 
 

体操、音読・100マス計算などの

脳トレ

第２・４月曜日 

 13時30分～15時

いちょうコミュニティハウス 

いちょう団地地区での活動紹介 

 

●サロン活動が、新しい企画も取り入れながら継続しています。 
 

●あいさつをすることで近隣が意識し合えるようになり、新聞がたまるなどの変化に気づいて

助け合うことも進みました。 
 

●ゴミステーションの案内が多言語化されて、分かりやすくなり、ゴミの分別が進んでいます。

（ベトナム語・中国語・カンボジア語・英語・日本語） 
 

●保育園や小学校を訪問して、地域のこどもたちとの関わりがひろがりました。 

 

 

○県営住宅が４８棟あります。 
 

○ひとり暮らし高齢者や障害者、外国につながる人など、さまざまな支援を必要とする人が暮

らしています。 
 
 

○外国につながる人達が参加できるお祭りなどを行っています。 
 

 

○居住者数 4476 人、入居世帯数 2036 世帯、60 歳以上の単身高齢者世帯 539 世帯、

外国籍世帯 51  】在現日13月３年72成平【帯世0

 

いちょう団地地区はこんなまち 

 

今 ま で 取 り 組 ん だ こ と 
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中田地区

 
 ○みんなが声かけあって健康で活力があふれているまち 

○高齢者が元気で楽しく暮らしているまち 

○子どもが健やかに育つために地域で子育て支援ができているまち 

 ○障がい者施設と地域住民が日常的に交流できているまち 

 ○困った時にお互いに助け合える仕組みができているまち 

  

  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

第３期中田地区地域福祉保健計画（平成 28 年度～32 年度） 

※「地域福祉保健計画」は、地域の課題を地域で解決し、地域の支えあいによって

だれもが安心して生活できるまちをつくるための計画です。 

 

めざすまちの姿 

 
 ◯世帯数  約 15,000 世帯  地方の市に相当する住民の方が生活しています。 

 ○人口   約 33,000 人    30 自治会・町内会の連合組織です。 

  大運動会やサマーフェスティバル、敬老会、文化祭、新春健康マラソン大会など、

様々な行事が行われ、地域住民がふるさと意識を高める機会がたくさんあります。 

中田のまち（中田連合地区） 

 

・高齢者がどう楽しく生きるか。⇒ 町内会の中の良い環境や支援の仕組みが重要。 

・高齢者との交流を含めた、組織的な子育て支援を進めて行く必要がある。 

・すばらしい活動が「点」と「点」で行われていて、「線」や「面」になっていない。 

⇒ 情報発信が必要（中田かわら版など）⇒ 活動を知ることが大事 

・会長が交代しても、それまでの「思い」や「活動」を組織的、継続的に引き継ぐことが 

大切。 

・「健康づくり」は体力面と心の両面で進めていくことが重要。 

・同じ地域で生活するもの同士として、障がい者施設と地域の住民との助け合いが重要。 

・学校との連携による子どもたちの見守りを検討する必要がある。 

中田地区のみなさんの声 
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中田連合地区経営委員会の福祉・保健を考える部門  福 祉 保 健 推 進 部 会 

日常の交流・見守りと 

災害時の備えを目指す 

要援護者支援システム部会 

子育てサロンと公園遊びから 

子育て支援の輪を広げる 
子 育 て 支 援 部 会 

地域と障がい者施設の 

繋がりを考える 

障がい者施設交流部会 

中田地区民生委員児童委員協議会

を含む地域福祉関連諸団体で構成 

中田地区社会福祉協議会を含む 

子育て支援関連団体で構成 
地域包括支援センターを含む中田

連合地区の障がい者施設で構成 

【第２期までの取組の成果】 

・各町会１４会場において高齢者 

サロンを開催 

・各町内会で要援護者カードを配布

し、要援護者の支援体制を強化 

・全ての自治会町内会会長との情

報交換会を開催 

・子育てサロン・公園遊びの充実 

（参加者・スタッフ増、地域への定着） 

・地元主催の公園遊びの開催 

・新規会場での開催 (第１公園) 

・寸劇フェスティバルへの参加（地域

での子育て支援についてアピール） 

・泉区障がい福祉支援協議会（IH 

ネット）に参加し、災害時の取組に

ついて検討。 

・施設と地域の交流の促進（町内

会の防災訓練やお祭り等の地域

の行事に参加） 

中田かわら版部会との連携強化 ･･･ 中田かわら版は、中田連合地域の情報紙として継続的に発行し続け、

平成 27 年度には 100 号を超えました。 地域福祉に関連する情報に関しても、この中田に 

根付いた地域情報誌において、多数掲載してきました。 

 

【第３期計画で実施すること】 

◎見守りや支援のために各部会が役割を分担すると共に、必要に応じて連携した取組を行います。 

◎中田かわら版部会との連携をし、積極的に中田地区のみなさんへ情報発信を行います。 

◎要援護者支援体制の強化 

・要援護者支援カードの見直し 

・高齢者サロンを行う会場の増 

・全自治会町内会長との情報連携 

・連合の防火防犯部や防災拠点と 

の連携 

◎公園遊びの充実 

◎子育て中の母親のサポート支援 

◎啓発活動 (学習会､寸劇制作等) 

◎他地区の子育てネットワークと 

 の交流（中田地区から発信） 

 

◎地域との交流促進（防災訓練

等地域の行事への参加） 

◎町内会活動への参画(スタッフ

側として) 

◎交流イベントの開催 

 

第２期までの取組と第３期計画で実施すること 

中田連合地区では、中田連合自治会・各自治会町内会をはじめとした諸団体が積極的に活動してい

ます。中田連合地区経営委員会（福祉保健推進部会）では、こうした地域の諸団体が連携して活動で

きるように、次の３つの専門部会が平成 21年度から継続して活動しています。 

泉区役所福祉保健センター 800-2433

中田連合地区経営委員会 福祉保健推進部会 （問い合わせ先） 泉区社会福祉協議会    802-2150 

踊場地域ケアプラザ    801-2920 
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しらゆり地区



－ 43 －

第
　
２
　
章



－ 44 －

第
　
３
　
章

２

第３章　区計画

１　　区計画の位置づけと役割

　区計画は、各地区に共通する課題や、地区だけでは解決できない課題に対して、地区の

取組を支援するための計画です。

　区役所・区社会福祉協議会・地域ケアプラザが、区民・活動団体・関係機関等と協働し

て地区の多様な課題に対して取り組んでいきます。

　　　具体的取組

　区計画は、地区別計画と同様に、「支え合い・助け合いが活きる！元気の出るまち泉」

の基本理念を実現するために、３つの推進の柱に沿って、５年間で特に力を入れることを

重点項目に定め、推進していきます。

　また、重点項目ごとに示す行動計画に基づき、区役所・区社会福祉協議会・地域ケアプ

ラザが行う具体的取組は、毎年度「事業計画」として明らかにし、進捗状況を把握し、実

施結果を公表すると共に、次年度以降の取組に活かします。

１
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　基本理念

支え合い・助け合いが活きる！元気の出るまち泉

　【目指すまちのイメージ】

１　子どもが元気に友達と遊んでいる姿

２　地域全体で楽しく子育てをしている姿

３　地域に暮らす誰もが、生きがいをもっている姿

４　自ら主体的に健康づくりに取り組んでいる姿

５　必要な時には周りの助けを得て、誰もが安心して暮らしている姿

６　日頃のご近所付き合いが防災や防犯にもつながっている姿

７　困った時に「お互いさま」の気持ちで助け合える姿

８		孤立しがちな人もまわりとつながる姿

推進の柱１　健やかに過ごせるまち

推進の柱２　人と人、活動と活動のつながりがあるまち

推進の柱３　地域活動への参加がすすむまち

重点項目１　健康寿命を延ばすための健康づくりを進める

重点項目２　安心して暮らし続けられる環境をつくる

重点項目１　地域の中でより多くの人との交流を進める

重点項目２　活動のネットワークと連携を強化する

重点項目１　地域活動の担い手を養成する

重点項目２　地域の活動に関心を持つ人を増やす
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　健康であることは、自分らしくいきいきと暮らすために重要な要素の一つであり、

心身の健康は、大きな関心のあるテーマといえます。

　健康な心身をつくるためには、より良い生活習慣をつくることが重要です。特に、

子どもが健やかに育つ環境をつくることや、体力の低下や認知機能の低下といった

加齢に伴う心身の変化についても正しく理解した上で、予防等を行っていくことが

大切です。

　そのためには、気軽に健康づくりを始められるようなきっかけづくりや、始めた

活動を継続しやすくなるように工夫していくことが大切です。さらに、サポートが

必要になった時に、気軽に相談できること、適切な相談や支援が受けられるような

仕組みを作ることが必要です。

　この柱では、自分自身や家族が、心も体も健やかな状態で自立した生活が送れる

こと、さらに、健康づくりをきっかけに地域での仲間づくりや様々な活動につなげ

られることを目指します。

　また、生活上で気になることや困りごとがある時には、気軽に相談し、必要なと

きには周りの助けが得られるよう、窓口体制や支援体制の充実に向けた取組を進め

ます。

　重点項目１　　健康寿命を延ばすための健康づくりを進める

１　それぞれの年代に応じた健康づくり

２　介護予防の推進

３　認知症の予防・早期発見

　重点項目２　　安心して暮らし続けられる環境をつくる

１　利用しやすい相談窓口体制の推進

２　妊娠期からの切れ目のない子育て支援

３　住み慣れた地域で安心して暮らせるための仕組みづくり

推進の柱１　健やかに過ごせるまち

推進の柱１

健やかに過ごせるまち
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重点項目１ 健康寿命を延ばすための健康づくりを進める

　健康寿命とは、「健康上の問題で日常生活が制限されることなく生活できる期間」

と定義されています。いつまでも健康的で自立した生活を送るためには、平均寿命

だけでなく健康寿命を延ばすことが必要です。

　また、要介護認定者のうち、認知症等により日常生活に支障をきたすような症状・

行動があるとみなされる人の割合が半数以上を超えることからも、認知症対策を含

めた介護予防を推進していくことが重要です。

【横浜市の平均寿命と健康寿命】　　資料：厚生労働省（平成22年）

行動計画

１　それぞれの年代に応じた健康づくり

○「よこはまウォーキングポイント事業」（※）と連動しながら、ウォーキングを

はじめとした運動を日常生活の中で習慣化できる区民を増やします。

（※よこはまウォーキングポイント事業：40歳以上の市民の方に、歩数計を持って楽しみながら

健康づくりを進めていただく事業です。）

○「バランスよく食べる」「塩分少なめ」「野菜たっぷり」の食習慣づくりを進めます。

○禁煙活動を推進するとともに、子どもの喫煙防止教育を進めます。

○子どもの頃から定期的に歯と口腔の健康チェックを行い、虫歯予防、歯周病予防

に取り組みます。

○死因の第１位であるがんについて、がん検診を上手に活用して、早期発見・治療

に努める区民を増やします。

推進の柱１　健やかに過ごせるまち推進の柱１　健やかに過ごせるまち
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２　介護予防の推進

○元気なうちから介護予防に取り組む区民を増やすため、講演会やイベントの実施

等を通した普及啓発を図ります。

○ロコモティブシンドローム（※）の予防を呼びかけ、その防止を実践する区民を

増やします。

（※ロコモティブシンドローム：骨や関節、筋肉などの運動器の障害が移動能力を低下させてし

まい要介護になる危険の高い状態をいいます。）

○健康長寿を目指して、その大切さに気づき、健康づくりを実践するための講座の

実施や、グループ活動への支援を行います。

３　認知症の予防・早期発見

○認知症の正しい理解、予防のための生活習慣についての啓発を進めていきます。

○認知症の予防活動を地域で広める活動を行う、脳若返り隊を養成し、活動を支援

します。

○認知症の早期対応のため、専門医等による相談対応を行います。

推進の柱１　健やかに過ごせるまち

　　　健康寿命を延ばすためのより良い生活習慣

　生活習慣は、年齢や就学・就業の有無などに大きく影響を受けます。横

浜市では、第２期健康横浜21（計画期間　平成25年度～34年度）を策定し、

３つのライフステージに分けて行動目標を設定しています。

①育ち・学びの世代（乳幼児期～青年期）②働き・子育て世代（成人期）③稔
みの

りの世代（高齢期）

　一度にすべての目標を目指すことは難しくても、まずはあなた自身ができそうな

ことから、実践してみませんか。

資料：第２期

　　　健康横浜21
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推進の柱１　健やかに過ごせるまち推進の柱１　健やかに過ごせるまち

重点項目２ 安心して暮らし続けられる環境をつくる

　生活上の困りごとを気軽に相談できる窓口は増えていますが、相談内容は多様化、

複雑化しています。そのため、相談対応能力の向上や関係機関の連携はもちろんの

こと、公的・専門的なサービスを希望する人が必要な情報を得られるよう、効果的

に情報を提供発信することが必要です。

　また、安心して地域で暮らせるよう、相談を待つだけではなく、公的機関が積極

的にアプローチし、制度などの積極的な活用を推進して、適切な支援につなげられ

るような環境づくりを進めることも必要です。

　併せて、今後のさらなる高齢化を見据え、いつまでも住み慣れた地域で自立した

生活ができるよう、介護保険制度を中心とした医療・介護などの様々なサービスを

利用できる仕組みづくりを進めることが重要です。

行動計画

１　利用しやすい相談窓口体制の推進

○より多くの場所で専門的な相談を受け止める体制づくりや相談窓口の周知を進めます。

○様々な相談に対応できるよう、関係機関の職員等を対象とした研修会等を開催し、

相談対応者の対応能力の向上を図ります。

○公的サービスの相談だけではなく、様々なニーズに対応できるよう、インフォー

マルサポート（※）やボランティア活動等のサービスの仕組みづくりを進めます。
（※インフォーマルサポート：ここでは、公的な「福祉サービス」だけではなく、日常の見守りや声

かけ、家事や送迎の援助など、身近な生活課題を解決するための取組のことを指します。）

２　妊娠期からの切れ目のない子育て支援

○養育者が安心して子育てできるよう、母子健康手帳交付や、乳幼児健診等の機会

を活用し、適切な支援につなげます。

○養育者の多様な保育・教育ニーズに対してきめ細かな相談、情報提供等を行います。

○新入生とその保護者が小学校入学による生活や環境の変化にスムーズになじめる

よう、保育園・幼稚園・認定こども園・小学校・放課後キッズクラブ・放課後児

童クラブ等の相互連携をさらに進めていきます。

○孤立や疾病等による育児不安から児童虐待につながるリスクを減らし、有効な支

援につなげるために、広報や講演会等による啓発を進めていきます。
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３　住み慣れた地域で安心して暮らせるための仕組みづくり

○高齢者や要介護者が在宅で継続的な医療・介護を受けることができる仕組みづく

りを進めます。

○地域に暮らす高齢者等が孤立せず、必要な支援を受けられるよう、見守り事業や

相談等を行います。

○認知症などの高齢者を介護する人が孤立しないよう、介護者の集い等を行います。

○経済困窮等、生活していくことが困難になっている人に、継続的な生活の安定・

自立を目指した支援を行います。

○認知症高齢者や障害者等の財産を守る権利擁護や成年後見（※）等の理解を進め、

制度の活用を推進します。

（※成年後見：認知症、知的障害、精神障害などの理由で判断能力の不十分な方々の権利を守り、支

援する制度です。）

○障害者・高齢者への虐待の早期発見・対応ができるよう区民への啓発を進めると

ともに、発見時やその後の適切な対応ができるるよう、関係機関と綿密に連携し

ます。

　権利擁護事業

　認知症のために判断能力の低下した高齢者が、悪質商法で高額な商品

を買わされる事例が多発しています。皆さんの身近に困っている人はい

ませんか？

　成年後見制度は、認知症や障害で判断力が不十分になった

人が、日常生活の中でいろいろな契約や手続をする時に、本

人に代わって手助けする制度です。

　この制度を利用するには、家庭裁判所への申し立ての手続

が必要です。区役所・地域ケアプラザ（地域包括支援センター）・区社会福祉協議

会にお問い合わせ下さい。

推進の柱１　健やかに過ごせるまち
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生活困窮者自立支援制度

　平成27年４月１日から生活困窮者自立支援制度が、最後のセーフティネ

ットの生活保護相談と同じ窓口で新しく始まりました。経済的に困窮する

状況の多くには、背景に、借金やリストラ・倒産・失業、ひきこもりによ

る長期無業、病気や障害、家族関係の悪化・ＤＶなどの問題が複雑に絡み合って

います。相談を受ける中で、何に困って、何が原因なのか、どうすれば解決して

いけるのかを、本人と一緒に考えて、自立に向けてのプランを作成していく「伴

走型」の支援制度です。そのためには、その方の必要性に応じて地域にある社会

資源（社会福祉協議会、地域ケアプラザ等）や市民活動団体・グループの方々と

も連携し、地域のつながりをも活かした生活再建をお手伝いしていきます。地域

社会の中でその人らしい尊厳のある生活を続けていくことこそが、本人の「自立」

につながるものだと考えているのです。

　生活困窮者自立支援制度の案内は、区内各地域ケアプラザにもあります。

放課後児童育成事業

　小学生が放課後を楽しく安全に過ごせる場所として、３つの施設があります。

各小学校に設置されている「放課後キッズクラブ（キッズ）」または「はまっ子ふ

れあいスクール（はまっ子）」と、地域で運営されている「放課後児童クラブ（い

わゆる「学童保育」）」です。

　キッズは、「遊びの場」と「生活の場」を兼ね備えた安全で快適な放課後の居場

所を提供し、はまっ子は、異年齢児間の交流を通じて児童の創造性、自主性、社

会性を養う放課後の居場所を提供しています。放課後児童クラブは、就労等の理

由で、昼間保護者がいない子どもたちが、安全で豊かな放課後を過ごすための居

場所を提供するなど、それぞれの施設が特色を持って運営しています。

　横浜市ではこれまで、保育所待機児童解消に積極的に取り組んできましたが、

小学校入学を機に仕事と育児の両立が難しくなる状況（いわゆる「小１の壁」）が

課題となっています。

　このため、平成31年度までに全小学校のはまっ子をキッズに転換するとともに、

放課後児童クラブへの支援を推進していきます。

	

推進の柱１　健やかに過ごせるまち推進の柱１　健やかに過ごせるまち
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推進の柱２　人と人、活動と活動のつながりがあるまち

　いつまでも住み続けたいと思えるまちになるためには、地域に顔見知りがいるこ

と、共に活動する仲間がいることが大切です。地域での支え合いには、「近所での

あいさつ・声かけ」「近所での普段からの付き合い」が重要であるという声が多い

ことから、ご近所の力の大切さは多くの人が意識しています。

　また、地域の中には様々な人が住んでいます。日頃の生活の中では関わりのない

人であっても、必要なときにお互いに助け合うためには、誰もが同じ地域で暮らす

仲間という意識を育むことが必要です。

　さらに、区内には保健・医療・福祉・介護の関係機関があり、自らの活動の活性

化等のため、各機関の特色を活かした取組を行っています。

　この柱では、年齢や立場に関係なくいろいろな人と交流し、仲間をつくること、

さらに関係機関同士がつながり、課題解決に向けた検討を進め、活動の活性化を図

ることを目指します。

　また、誰もが地域に住む仲間として「困ったときはお互いさま」の気持ちを持ち、

助け上手・助けられ上手になれるよう、日頃からのつながりづくりを進めます。つ

ながりは、地域の共助の力を高めるだけでなく、まちの防災・防犯活動を進めるう

えでも大きな力を発揮するものです。

　重点項目１　　地域の中でより多くの人との交流を進める

１　様々な人との交流の推進

２　サポートが必要な人への理解の推進

　重点項目２　　活動のネットワークと連携を強化する

１　共通課題の解決に向けた取組の推進

推進の柱２

人と人、活動と活動のつながりがあるまち
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推進の柱２　人と人、活動と活動のつながりがあるまち

重点項目１ 地域の中でより多くの人との交流を進める

　誰もが同じ地域で暮らす仲間という意識を持てるようにするには、交流し、お互

いを知ることが第一歩です。そのために、楽しみながら多くの人が触れ合える機会

や、日頃関わりの少ない人について学習・交流できるような機会を設けます。

　また、生活の中で暮らしにくさを感じている人がいることを理解し、地域全体で

どのようにサポートできるかを考えることも重要です。日頃からの交流や理解を進

めることで、必要な時に助ける・助けられる関係づくりを進めます。

行動計画

１　様々な人との交流の推進

○「参加者が一緒に楽しむ」ことを目的に、障害児・者と中学生・高校生、青少年

指導員、民生委員・児童委員等との交流を進めるため、「ふれあい“ザ”いずみ

軽スポーツ大会」の開催を支援します。

○小・中・高校生や保護者に対し、乳幼児や高齢者、障害者についての学習・体験

をしてもらう機会を提供し、理解を進めるための機会を企画・実施します。

○施設などでの誰もが参加できるお祭りのような場で、活動グループを知ってもら

うための機会を設け、活動グループと地域住民の交流を進めます。

２　サポートが必要な人への理解の推進

○子育て世代が不安や悩みを抱えながら子育てをしている実情を理解し、周囲から

のサポートを進めるためのきっかけとなるよう講座を開催する等、働きかけを進

めます。

○障害児・者や家族が感じる、生活上支障があることを知り、周囲ができるサポー

トを考えるきっかけとなる講座の開催等普及啓発を行います。

○障害児・者への理解を深めるきっかけづくりの場として、障害児・者団体、障害

福祉施設、地域作業所による自主製品販売支援の継続、業務依頼を行います。

○障害児・者の余暇支援と、一緒に活動するボランティアの育成を行います。

○認知症高齢者を理解し、支える認知症サポーターの養成と活動支援を行います。
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重点項目２ 活動のネットワークと連携を強化する

　泉区は、地域で気軽に参加できるサロン等の活動グループや、福祉施設が数多く

あり、それぞれの活動が活発であることが特色です。その場に多くの方が集い、ア

イデアやヒントを出し合うことで活動を活性化することや、いろいろな人々との交

流を進めることが重要です。

　また、保健・医療・福祉・介護分野の関係機関との連携を強化し、区域で共通す

る課題を整理し解決していくための取組を進めることが必要です。

行動計画

１　共通課題の解決に向けた取組の推進

○同じ分野で活動している地域の活動グループや関係機関等による連絡会議を開催

し、共通する区域の課題を整理しながら、解決方法を検討します。

○子どもの育ちや親の不安を支えていくための子育て課題を多様な視点から解決す

るため、子育て支援ネットワークによる関係機関との連携を進めていきます。

○地域の様々な団体や民間企業等と協働し、当事者の社会参加・自己実現を進めて

いる泉区障害福祉自立支援協議会（※）を支援します。

（※泉区障害福祉自立支援協議会：泉区内の障害者団体や障害福祉サービス事業所などで構成された、

障害者関係団体等の連携強化を目的とした団体です。）

○高齢者の自立を支援し、地域で高齢者を支えるネットワークを強化するため、地

域ケア会議を開催して個別ケースの課題分析等を積み上げ、地域の課題を把握す

ることで、課題解決のために必要な地域資源の開発・地域づくり・市の政策への

反映等につなげていきます。

推進の柱２　人と人、活動と活動のつながりがあるまち
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　　　ふれあい“ザ”いずみ軽スポーツ大会

	「ふれあい“ザ”いずみ軽スポーツ大会」は、中学生から大学生までの学

生ボランティアと障害のある方が軽スポーツを一緒に楽しみ、交流し、相

互理解を深めることを目的に毎年開催されています。この大会は、区内の

障害者をはじめ、障害福祉サービス事業所、青少年指導員、民生委員・

児童委員、中学校長会の皆様で構成された実行委員会が運営しています。年々規

模が拡大し、現在では区内の一大イベントとなっています。

　24回目を迎えた平成27年度はおおよそ1,500名の区民の皆様が参加し、軽スポー

ツに加えて、横浜を拠点にしているプロバスケットボールチーム	横浜ビー・コル

セアーズの	チアリーダーズ	B-ROSE	により制作されたオリジナルのダンスを参加

者全員で踊りました。

泉区障害福祉自立支援協議会

　泉区障害福祉自立支援協議会（以下	協議会）は、障害福祉分野を取り巻く地域

課題の解決や障害福祉サービス事業所等のネットワークの構築を目的に、平成18	

年11月に設置されました。

　地域活動ホームかがやきと区役所が事務局となり、約70の障害児・者に関係す

る機関および当事者が参加して、障害児・者の福祉に関しての会議、研修、余暇

活動支援など様々な活動に取り組んでいます。

　平成27年度は横浜市水道局と協働し、協議会に参加している事業所が運営する

５つのカフェで、８月１日の「水の日」からの２か月間、水源林の大切さについ

てPR	活動を行うとともに、横浜市の水源地の１つである「道志の森」の特産物を

使用した特別メニューの販売などを行いました。

子育てネットワーク支援事業

　家族のあり方が多様化する中で、子育て家庭のニーズも多様化しており、様々

なニーズに対応するためには、地域で子育て支援に関わる関係機関、団体、活動

者間のネットワークづくりや担い手の育成等が必要となっています。

　泉区では、区全体での現状共有と課題解決の推進を目的とした「泉区子育て支

援ネットワーク連絡会」と、より身近な地域での実態把握ときめ細かな対応、顔

の見える関係づくりを目的とした「エリア別子育て支援ネットワーク連絡会」（地

域ケアプラザエリアごとに開催）が車の両輪となり、ひとりひとりの子どもの育

ちと親を支えていくためにどのような支援が必要なの

か、子育て支援機関・団体・地域と行政で情報を共有

し、課題解決に向けた検討を行い、活動を進めていま

す。

　また、「子育てサロン」を開催する地域ボランティア

や、「親子サークル」のリーダーを対象とする連絡会・

研修会を開催し、活動の担い手に対するサポートの充

実にも取り組んでいます。

推進の柱２　人と人、活動と活動のつながりがあるまち
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推進の柱３　地域活動への参加がすすむまち

　泉区全体で見ると、「地域活動・ボランティア活動に参加している人」の割合は

あまり多くない一方、「きっかけがあれば参加する」と考えている人がいます。こ

の人たちが、参加したいと思えるようなきっかけづくりが重要です。多くの人が地

域活動に参加できるようになるための働きかけとしては、「参加に必要な情報の提

供（場所・内容等）」、「親しい人に誘われるなどのきっかけ」、「体験会など、初め

ての人が参加しやすくなる工夫」が必要という答えが多くありました。

　一方、受け入れる側も活動する人へ望むことがあり、双方の要望をうまくコーデ

ィネートすることが必要です。また、担い手の育成は地域だけでできるものではあ

りません。区全体として、きっかけづくりのための講座等の開催、新たなグループ

の立ち上げの支援等の仕組みをつくることが必要です。

　この柱では、活動に関心を持つきっかけをつくり、参加してみたいという気持ち

を多くの方に持っていただけるよう、一人ひとりの持つ知識や経験を最大限活か

す・暮らしているまちへの関心を高める・人材をしっかり育成し、活動を継続・発

展させるといった視点を持ちながら、取組を進めます。

　地域活動に積極的に参加して人とのつながりを持つ人は、活動していない人と比

べて健康で自立した生活を長く続けられるという調査結果もあります。地域の活動

に参加することは、地域の活性化だけではなく、自身の健康づくりにもつながります。

　重点項目１　　地域活動の担い手を養成する

１　新たな担い手の育成

２　担い手と地域活動のコーディネート

３　活動が継続するための支援

　重点項目２　　地域の活動に関心を持つ人を増やす

１　地域情報や活動に関する情報発信

２　地域を知るきっかけづくり

推進の柱３

地域活動への参加がすすむまち



－ 57 －

第
　
３
　
章

推進の柱３　地域活動への参加がすすむまち

重点項目１ 地域活動の担い手を養成する

　多くの地域では、担い手が固定化・高齢化していることから、担い手は幅広い世

代で必要です。特に仕事のリタイヤ前から地域の活動に関心を持ち、地域活動にス

ムーズに参加できるよう、担い手の育成やコーディネートを行うことが重要です。

　また、既存の活動グループが継続し、より発展するためのサポートや、新たに立

ち上がろうとしている活動グループが自主的に活動していけるようなサポートが必

要です。

行動計画

１　新たな担い手の育成

○地域での新たな担い手を育成するため、これから地域に戻る世代（50～60代）を

対象とした講座を開催します。

○趣味を楽しむことや、仕事で得たスキルを活かした活動が始められるような講座

を開催し、地域で仲間と一緒に楽しむ機会を設けます。

○障害者の理解と活動のサポートをする担い手の育成として、ボランティア講座を

実施します。

○社会福祉施設や事業所の利用者が、地域活動に参加したり関わったりすることが

できるように取り組みます。

２　担い手と地域活動のコーディネート

○地域デビュー講座や担い手育成の講座を修了した人が、地域で活動している団体

や活動グループに参加できるようコーディネートします。

○地域で行われている活動をまとめ、活動の参考となるよう、情報を整理し、提供

します。
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　　元気づくりステーション事業

　高齢者が地域の中で人とつながりながら、健康で生きがいのある活動的

な生活を送ることができるように、身近な地域で気軽に介護予防のグルー

プ活動に取り組んでいくことが大切です。そこで、市内在住の高齢者の介護予防

グループの立ち上げなどを支援しています。

　下和泉地区では、ボランティア９名と麻雀初心者20名が元気づくりステーショ

ン「下和泉健康麻雀クラブ」として平成27年５月に活動を開始しました。毎月２

回、下和泉地域ケアプラザで健康麻雀・健康体操等を中心に「健康麻雀を楽しむ・

健康増進・認知症予防・会員相互の親睦」の４つを目的として楽しく活動中です。

半数以上の方が皆勤賞で「新しく覚えるのは大変だけど、楽しいです」との声が

聞かれます。

　元気づくりステーションについては、区役所・地域ケアプラザ（地域包括支援

センター）にお問い合わせ下さい。

３　活動が継続するための支援

○地域の活動グループへの相談・助言をはじめとする運営面での支援を行います。

○地域の活動グループの運営のための研修会を企画・実施します。

○現在活動している人が地域の中心となり、より一層活躍できるよう、様々な地域

の課題を協力し合いながら解決する力を身に付けるための講座を開催します。

○各種講座の終了後に自主活動のグループ化につながるよう、活動グループの立ち

上げや、運営方法等の支援を行います。

推進の柱３　地域活動への参加がすすむまち
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泉区ボランティアセンター

　泉区ボランティアセンター（以下、「ボラセン」）は、支援が必要な高齢者、

障害者、子育て中の家族等からの依頼に基づいて、登録されているボラ

ンティア（団体含む）の紹介を行い、住み慣れた地域でいつまでも安心して暮ら

していけるようにお手伝いをしています。

　ボラセンの活用例を紹介します。子どもが区内小学校の個別支援学級へ通う際、

付添いが必要な子どもがいます。家族が付き添えればよいのですが、その通学時

間にもう一人の子どもを幼稚園に送る必要があるなどによって、通学に付き添え

ない場合があります。子どもの通学のことで困っているとの相談がボラセンにあ

ると、ボラセンでは登録しているボランティアに連絡します。そして、いろいろ

な条件を確認し、本人や家族、ボランティア、関係者（担任の先生等含む）が打

合せた上で、通学の付き添いを何度か試しながら、最終的には、その子どもにボ

ランティアが付き添い、通学支援をしていきます。

　今後ますます高齢化が進み、これまで以上に支援が必要な高齢者等を地域で支

えていくために、活動グループや個人の担い手の育成、発掘が求められます。そ

うしたニーズにしっかり応えていくための新しい取組も考えています。今後、よ

り必要とされる地域の担い手の確保と育成に取り組み、いつまでも安心して生活

を続けられる地域社会の実現を目指していきます。

推進の柱３　地域活動への参加がすすむまち
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重点項目２ 地域の活動に関心を持つ人を増やす

　自治会・町内会をはじめとして、地域の福祉・環境・防犯・防災等、様々な課題

に取り組んでいる活動は数多くあります。しかし、多くの区民は、地域活動が行わ

れていることを知っていても、参加につながっていないという現状があり、参加す

る人を増やしていくことが大事です。

　また、決まった活動には参加していなくても、地域のために自らができる範囲で

行動する、ということも地域活動であると考えられます。そのためには、地域活動

に共感し、興味・関心を持つことが第一歩です。区民それぞれの世代や分野で関心

のある情報を、得やすい方法で発信するための取組を進めることが重要です。

行動計画

１　地域情報や活動に関する情報発信

○地域の状況や行われている活動が的確に伝わるよう、対象や内容を明確にしなが

ら、様々な媒体を活用した情報発信を行います。

２　地域を知るきっかけづくり

○地域の活動を知り、参加するきっかけを作るため、地域の活動を周知するための

イベントを企画・開催します。

○関心の高い事項や、地域でどのような活動が求められているのか等を的確に把握

するため、幅広い区民を対象とした調査を実施し、ニーズに合わせた講座等を企

画・実施します。

推進の柱３　地域活動への参加がすすむまち
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第４章　計画の推進体制・進行管理

　第３期泉区地域福祉保健計画の推進にあたっては、その推進体制を整えるとともに、進

行を管理することで、基本理念の実現を目指します。

１　　計画の推進体制

(1）泉区地域福祉保健推進協議会

　泉区地域福祉保健計画は、地区別計画推進組織、活動団体、関係機関等で構成される

「泉区地域福祉保健推進協議会」において、計画全体の進行管理（振り返り）、活動情報

の共有、計画推進における課題やその対応策の検討、及び新たな提案等を行い、区計画

や地区別計画の推進に活かします。

(2）地区別計画

　地区別計画は、第１期・第２期計画と同様、地域が主体的に策定し、地区ごとの課題

解決に向けて地域主体の取組を進めます。

　各地区では、地区別計画を推進する組織（推進委員会、地区社会福祉協議会など）が

形成されています。この推進組織を中心として、地区での活動を展開しています。

　活動を進めていくのは、地区によって違いはありますが、連合自治会・町内会、地区社

会福祉協議会、地区経営委員会、民生委員児童委員協議会等の地域組織や、個人、活動団体、

関係機関などです。幅広く連携してよりよい地域づくりを行うための取組を進めます。

　また、区役所・区社会福祉協議会・地域ケアプラザで構成する地域支援チームが、地

区の活動を支援します。

(3）区計画

　区計画は、地区別計画を支えるために、区域に共通する課題解決に向けて、区役所・

区社会福祉協議会・地域ケアプラザが中心となり、区民や関係機関と協働した取組を進

めます。

２　　計画の進行管理

(1）計画全体

　第３期泉区地域福祉保健計画全体としては、推進３年目にあたる平成30年度に、これ

までの取組状況と残りの２年間を見据えながら、中間振り返りを行い、より効果的な計

画推進を目指します。また、計画の最終年度である平成32年度には、計画の総合評価を

行い、次期計画の策定に活かします。

１

２
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(2）地区別計画

　地区別計画は、第２章「地区別計画」で掲げた内容に基づき、各地区の地区別計画推

進組織が中心となって年度ごとに振り返り、次年度の行動計画に活かします。地区によ

り異なりますが、一例としては、単年度の行動計画（アクションプラン）を作成し、各

戸配布などの方法で周知しながら取組を進めています。

　また、広報よこはま泉区版の紙面を活用し、地区別計画の取組を紹介します。

(3）区計画

　区計画は、第３章「区計画」で掲げた内容に基づき、年度ごとに具体的な事業計画を

作成し、実行します。その結果を点検し、次年度の事業計画へ反映させるというＰＤＣ

Ａサイクルの視点を持って取り組みます。さらに、地域福祉保健推進協議会などで共有

することで、進行管理を行います。

　なお、最終振り返りにあたっては、区民意識の変化について確認し、その結果も参考

としながら次期計画の策定に活かしていきます。

平成26年度区民意識調査での調査項目（調査結果） 関連する内容

健康づくりに意識して取り組んでいる（46.9％） 健やかにすごせるまち

自治会・町内会活動など、地域のつながりが深い

（そう思う＋どちらかと言えばそう思う：44.3％）

人と人、活動と活動のつながりが

あるまち

地域活動へ参加している（25.3％） 地域活動への参加がすすむまち
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第３期泉区地域福祉保健計画の体系図
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参考資料

１　　第３期泉区地域福祉保健計画策定の経緯１
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　　　12地区意見交換会

　第２期計画の振り返り及び第３期計画策定のため、平成26年11月～12月に、泉区内12地

区で意見交換会を開催しました。

　この意見交換会では、地域におけるこれまでの活動の振り返りや課題等について意見を

伺い、地区別計画策定に活かしていただくとともに、各地区に共通する課題などは整理し

たうえで、区計画検討のための基礎資料としました。

主な意見

○健康になるには歩くことが大事と感じてもらいたい

○健康体操は、健康になるだけではなく見守りにつながる

○60歳で高齢者と意識せず高齢化を楽しもう

○地域が見守る体制など、置かれている環境で子育てしやすさが変わる

○小学生・中学生の放課後の居場所があるとよい

○近い範囲での見守り等、隣近所での見守りについて話し合ってほしい

○一人暮らしの人への食事会の開催は見守りにもなっている

○積極的に手助けするより、自立した生活を目指してもらう方が良い

○認知症の人への介護には、地域の力が必要だ

○地域の中に声をかけても出てこない人がいて、心配だ

推進の柱１

健やかに過ごせるまち

○懇談会が活動団体をつなぐ場として継続するとよい

○周囲との連携が大事で、点を線につなげていく必要がある

○団体同士の情報交換から新たな発展が期待される

○同じような活動の組織を見直して、横のつながりをつくることが大事

○活動を通していろいろな人とつきあえたことが良かった

○「ふるさと」の絆を取り戻すことを大切に考えたい

○地域のお祭りには近隣の障害者施設も地域の一員として参加している

推進の柱２

人と人、活動と活動の

つながりがあるまち

○子ども達から笑顔をいっぱいもらえることがやりがいになる

○10年後、地域がどうなったら気持ちよく過ごせるかを考えて活動したい

○まずは参加してもらう楽しみから知ってもらいたい。外に出ていれば自

然と元気がわいてくる

○楽しそうに地域活動をしていると興味を持ってもらえる

○負担感があるので軽減できると若い世代も呼び込める可能性がある

○色々な役が回ってくるが、最終的には楽しんでやっている

○井戸端会議のような中で、「口づて」で伝わる形が大事

○「これ楽しいよ」と地域活動の楽しさを伝える一ひねりした工夫が必要

○地福と意識していなくても自分達が行っている活動そのものが地福

○楽しそうな活動が地域での地福計画の浸透につながる

推進の柱３

地域活動への参加が

すすむまち

２
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　　　泉区地域福祉保健推進協議会　委員名簿３

分　野 地区・組織名 委員氏名

地区代表

中川地区 石田　五十六

緑園地区 菅野　英夫

新橋地区　 筒井　勝大

和泉北部地区 成澤　誠

和泉中央地区 笠井　尚子

下和泉地区 鈴木　昭次郎

富士見が丘地区 鈴木　光政

上飯田地区 田代　孝造

上飯田団地地区 佐野　瞳

いちょう団地地区 高野　淳

中田地区 森脇　晋

しらゆり地区 林　純弘

医　療

泉区医師会 鈴木　正比古

泉区訪問看護ステーション連絡会 濱野　佐知子

泉歯科医師会 本間　雅之

泉区薬剤師会 伊東　正彦

泉区獣医師会 小山　幸伸

高　齢

泉区民生委員児童委員協議会 内藤　義幸

泉区老人福祉施設施設長研究会 倉本　恵造

泉区シニアクラブ連合会 江口　隆人

敬称略
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分　野 地区・組織名 委員氏名

障　害

泉地域活動ホーム　かがやき 牧　信宏

泉区生活支援センター　芽生え 霜島　隆晴

泉区障がい福祉支援協議会（IHネット） 伊東　宏信

こども･子育て

泉区地域子育て支援拠点　すきっぷ 泉　直子

泉区保育園園長会 吉岡　善美

泉区主任児童委員連絡会 益子　眞弓

泉区小学校長会 田中　秀仁

健康づくり

泉区食生活等改善推進員会 大久保　誠

泉区保健活動推進員会 白幡　純子

泉区食品衛生協会 伊東　實

泉区生活衛生協議会 歌川　常敬

防災･	防犯

泉警察署 竹村　誠司

泉消防署 山本　昭博

泉区災害ボランティア連絡会 乾　英昭

担い手 泉区ボランティアネットワーク 江尻　哲二

全　体

泉区社会福祉協議会 大貫　芳夫

学識経験者(田園調布学園大学人間福祉学部　教授) 村井　祐一

泉区地域ケアプラザ所長会 生田　純也

泉区福祉保健センター 堀川　尚実

（平成27年12月現在）
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　　　第３期泉区地域福祉保健計画策定委員会　委員名簿４

分　野 地区・組織名 氏　名

地区代表

富士見が丘地区 鈴木　光政

上飯田地区 馬場　勝己

上飯田団地地区 佐野　瞳

医　療 泉区医師会 小林　英雄

高　齢

泉区民生委員児童委員協議会 石田　五十六

泉区老人福祉施設施設長研究会 宮原　学

障　害 泉地域活動ホーム　かがやき 牧　信宏

こども・子育て

泉区地域子育て支援拠点　すきっぷ
中島　恵子（～27年６月）

泉　直子（27年７月～）

泉区主任児童委員連絡会 益子　眞弓

健康づくり 泉区保健活動推進員会 白幡　純子

担い手 泉区ボランティアネットワーク 今村　光夫

地域ケアプラザ

泉区地域ケアプラザ所長会 生田　純也

いずみ中央地域ケアプラザ 堀口　孝幸（～27年９月）

区役所

泉区福祉保健センター長 堀川　尚実

泉区福祉保健センター担当部長 池尻　恵子

（平成27年11月現在）

敬称略






